
 

福 山 市 警 備 業 務 等 委 託 業 者 指 名 除 外 基 準  

 

  （ 趣 旨 ）  

第 １ 条   こ の 基 準 は ， 福 山 市 が 発 注 す る 警 備 業 務 及 び 清 掃 業 務

（ 以 下「 警 備 業 務 等 」と い う 。）に つ い て ，そ の 円 滑 か つ 適 正

な 執 行 の 確 保 を 図 る た め ， 不 当 行 為 を 行 っ た 警 備 業 者 及 び 清

掃 業 者（ 以 下「 警 備 業 者 等 」と い う 。）の 指 名 除 外 に 関 し て 必

要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。  

  （ 報 告 手 続 ）  

第 ２ 条  警 備 業 務 等 を 主 管 す る 課 長（ 課 長 に 相 当 す る 職 を 含 む 。） 

  は ， 警 備 業 者 等 に つ い て 別 表 に 掲 げ る 事 由 に 該 当 す る 者 で あ

る と 認 め る と き ， 速 や か に 報 告 書 （ 別 記 様 式 ） に よ り ， 建 設

政 策 課 契 約 担 当 課 長 を 経 て 市 長 に 報 告 し な け れ ば な ら な い 。

た だ し ， 市 以 外 の 発 注 に 係 る 警 備 業 務 等 に 関 す る も の の 報 告

に つ い て は ， 建 設 政 策 課 契 約 担 当 課 長 が 同 報 告 書 に よ り 報 告

す る も の と す る 。  

  （ 指 名 除 外 の 範 囲 及 び 期 間 ）  

第 ３ 条   市 長 は ， 警 備 業 者 等 に つ い て 別 表 に 掲 げ る 事 由 に 該 当

す る 者 で あ る と 認 め る と き は ， 同 表 に 定 め る 除 外 期 間 の 範 囲

内 に お い て 一 定 期 間 を 定 め ， そ の 期 間 中 当 該 警 備 業 者 等 の 指

名 を 除 外 す る も の と す る 。  

    こ の 場 合 に お い て ， 市 長 は ， 福 山 市 警 備 及 び 清 掃 業 務 競 争

入 札 参 加 者 資 格 審 査 会 規 程 （ 昭 和 ６ ３ 年 １ 月 ２ ８ 日 制 定 ） に

定 め る 福 山 市 警 備 及 び 清 掃 業 務 競 争 入 札 参 加 者 資 格 審 査 会 に

諮 り ， そ の 意 見 を 聞 く も の と す る 。  

２   警 備 業 者 等 が 別 表 に 掲 げ る 事 由 に 該 当 す る 疑 い が あ る と 認

め ら れ る と き は ， そ の 事 実 が 判 明 さ れ る ま で の 間 ， 当 該 警 備

業 者 を 指 名 業 者 と し て 選 定 す る こ と を 留 保 す る も の と す る 。  

３   指 名 除 外 に 該 当 す る 警 備 業 者 等 を 既 に 指 名 業 者 と し て 選 定

し た 旨 通 知 し て い る と き は ， 指 名 を 取 り 消 す も の と す る 。  



 

 

  （ 業 者 へ の 通 知 ）  

第 ４ 条   市 長 は ， 指 名 の 対 象 か ら 除 外 す る 警 備 業 者 等 を 決 定 し

た と き は ， 直 ち に 当 該 警 備 業 者 等 に 対 し ， そ の 旨 及 び 除 外 す

る 期 間 を 通 知 す る も の と す る 。  

  （ 除 外 期 間 の 特 例 ）  

第 ５ 条   市 長 は ， 第 ３ 条 の 規 程 に よ り 指 名 除 外 を し た 警 備 業 者

等 に つ い て ， そ の 後 の 情 状 に よ り 除 外 期 間 の 短 縮 又 は 指 名 除

外 の 解 除 を す る こ と が で き る 。  

２   市 長 は ， 別 表 に 掲 げ る 事 由 に 該 当 す る 者 の 行 為 が 特 に 重 大

で あ る と 認 め る 場 合 は ， 別 表 に 定 め る 除 外 期 間 を 超 え て 別 に

除 外 期 間 を 定 め る こ と が で き る 。 た だ し ， こ の 期 間 は ２ ４ 月

を 超 え る こ と が で き な い 。  

 

    附   則  

こ の 基 準 は ，１ ９ ８ ４ 年（ 昭 和 ５ ９ 年 ）２ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

    附   則  

こ の 基 準 は ，１ ９ ９ ４ 年（ 平 成 ６ 年 ）８ 月 ２ ５ 日 か ら 施 行 す る 。  

    附   則  

こ の 基 準 は ，１ ９ ９ ９ 年（ 平 成 １ １ 年 ）４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

    附   則  

こ の 基 準 は ，２ ０ ０ ２ 年（ 平 成 １ ４ 年 ）７ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附   則  

こ の 基 準 は ，２ ０ ０ ９ 年（ 平 成 ２ １ 年 ）４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附   則  

こ の 基 準 は ，２ ０ １ ９ 年（ 平 成 ３ １ 年 ）４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 


